
令和元年第９回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    令和元年９月２６日

                           １３時３０分～１４時３０分

                 会  場    海老名市役所６階議員全員協議会室
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令和元年第９回海老名市農業委員会定例総会

 令和元年９月２６日「令和元年第９回海老名市農業委員会定例総会」を海老名市議会

全員協議会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

 1番 鈴木 守    2番 深澤 伸治    3番 清水 澄雄   4番 松島 淳一 

 5番 小島 冨士男  6番 波多野 寛   7番 市川 和美   8番 竹内 章人

 9番 新戸 和夫  10番 守屋 福夫   11番 宮䑓 功   12番 金指 満 

13番 二見 務   14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 井上 勝  16番 鈴木 信一  17番 尾上 富夫  18番 小松 佐一

19番 猪熊 克行 20番 齋藤 孝一

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 中山 康一、管理係長 草薙 砂織、主査 加藤 謙次、 主事 柴田 康平 

会議事項は次のとおりである。

 日程第１ 議案第42号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第43号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第３ 議案第44号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について 

 日程第４ 議案第45号 農用地利用集積計画（案）について 

審議事項は次のとおりである。

 (１) 生産緑地の斡旋について 

(２) 農地の使用貸借権の解約について 

(３) 農地転用届出による専決処分について 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】  ただいまの出席委員は、１４名でございます。農地利用最適化推進委

員６名が出席していただいております。定足数に達しておりますので、

会議は成立いたしました。 

 次に、農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員を指

名させていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしということでございますので、12番委員、13番委員を指

名させていただきます。 

 それでは、議案書３ページから７ページ、４．報告事項の（１）活動

状況について、（２）農地の異動状況について、（３）県許可の状況につ

いて、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況、県許可の状況を報告した） 

【議  長】  報告事項が終了いたしました。 

 ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお伺いい

たします。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、この程度にさせていただきます。 

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会

議規則第１４条で委員会の会議は公開とすると規定されておりますの

で、この規定に基づき、傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、傍聴を許可いたします。傍

聴人を入室させてください。 

 暫時休憩いたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  再開いたします。 

 これより５．付議事項に入ります。 

議案書８ページ、日程第１、議案第４２号、農地法第３条の規定によ
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る許可申請についてを議題といたします。 

受付番号２０について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第３条では、農地または採草放牧地についての権利を移転また

は設定する場合には、原則として、農業委員会の許可を受けなければな

らない旨を規定しております。これは、権利の設定、移転の機会を捉え

て、農地等が資産保有目的、投機目的等の対象として、農業者以外の者

によって取得されないようにするとともに、生産性の高い農業経営者に

よって効率的に利用されることにより、農業生産力の維持拡大を図るこ

とを趣旨としたものです。 

受付番号２０、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台帳地目、

畑、現況地目、畑、■■■平米１筆、議案書のとおりでございます。譲

受人は、本郷■■■■■■、■■■■、譲渡人は、本郷■■■■■■■

■■、■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大で

す。 

現地の案内図及び写真は、資料１にございます。 

以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】  ■■氏においては、海老名市へ事業用用地を譲渡するかわりに本郷地

域内の市街化調整区域内の農地を代替地として取得することになってお

ります。■■氏は、専業農家であり、家、自作地も大規模に耕作してお

り、労働力についても問題ないと思います。この件については特に問題

ないかと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんとその妻の■■さん、

子の■■さん、父の■さん、母の■■■さんの５人が農業従事者だそう

です。経営主は、平成３１年の農家台帳では■■さんになっておりま

す。農業への従事状況に関してですが、■■さんの農業経験年数が３７

年、農業従事日数は２６０日、妻の■■さんの農業経験年数は３０年、

農業従事日数は２６０日、子の■■さんの農業経験年数は３年、農業従

事日数は２６０日、父の■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数
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は１００日、母■■■さんの農業経験年数は５０年で、農業従事日数は

２００日だそうです。■■さん自体の現在の農業経営面積は、自作地の

田が■■■■■■■平米、畑が■■■■■■■■■■平米、合計、■■

■■■■■■■■平米、借り入れ地の田が■■■■■平米、畑が■■■

平米で、合計、■■■■■平米となります。これにより下限面積である

３０アールを超えております。機械は、トラクター３台、田植え機１

台、耕運機１台、コンバイン１台、防除機３台を所有しております。ま

た、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請

書に記載がございます。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから見

ても、譲受人として問題ないと思われます。そのほか、許可をすること

ができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項

目はございません。この案件に関しては特に問題ないと思われます。 

以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  昨日、現地調査に行って参りました。現地は野菜が作付されており、

きれいに農地として管理されておりました。問題ないと思います。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようでございますので、採決をさせていただきま

す。 

受付番号２０について、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、許可相当とさせていただきます。 

続きまして、受付番号２１について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  受付番号２１、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台帳地目、

畑、現況地目、畑、■■■■■平米、ほか５筆、議案書どおりでござい

ます。譲受人は、本郷■■■■■■、■■■■、譲渡人は、厚木市松枝
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■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経

営規模拡大です。 

現地の案内図及び写真は、資料２－１及び資料２－２にございます。 

以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】  先ほどの案件と内容は同じなのでよろしくお願いいたします。 

【議  長】  同じということでございますので、事務局、補足説明をお願いいたし

ます。 

【主  事】  ■■さんの農家世帯としての状況は先ほど説明したとおりでございま

す。申請書のほうにも地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕

作を行う旨、こちらにも記載がございます。機械の面、労働力の面、技

術の面のどれから見ても譲受人として問題ないと思われます。また、許

可をすることができない場合が定められております農地法第３条第２項

各号に該当する項目もございません。この案件に関しても特に問題ない

と思われます。 

以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  まず、■■■■■■については、野菜が作付されており、きれいに使

われておりました。■■■■■■、■■■■、■■■■■■について

は、耕作はされておりませんでしたが、草がきちんと刈られており、農

地として適切に管理されていると思いました。 

続いて、田んぼ２枚については、稲が作付されており、特に問題はあ

りません。 

以上です。 

【議  長】  それでは、受付番号２１について、質疑のある方。いらっしゃいませ

んか。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようでございますので、採決をさせていただきま
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す。 

受付番号２１について、賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、許可相当とさせていただきます。 

次に、議案書９ページ、日程第２、議案第４３号、農地法第５条の規

定による許可申請についてを議題といたします。 

受付番号１２についてですが、20番委員が関係人として農業委員会等

に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、本案件の審

議終了まで退席をお願いいたします。 

（20番委員退席） 

【議  長】  暫時休憩といたします。 

（休 憩） 

【議  長】  それでは、議事を再開させていただきます。 

受付番号１２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第５条では、農地を転用する権利を設定、移転する場合には、

原則として県知事の許可を受けなければならない旨規定されておりま

す。これは、優良な農地を確保して、農業生産力を維持し、農業経営の

安定を図ることを趣旨としたものです。 

受付番号１２、申請地は、門沢橋■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米、ほか３筆、合計、■■■■■■平米、議案書のとおりでご

ざいます。現況は、市街化調整区域内の畑です。転用者は、東京都目黒

区東山■■■■■■■、株式会社■■■■、代表取締役■■■■、譲渡

人は、門沢橋■■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、駐車場、

権利の種類は、賃借権の設定です。 

現地の案内図は資料３－１をご覧ください。資料は、案内図のほか

に、現地の写真、土地利用計画の平面図、造成計画の平面図、断面図を

お配りしております。 

以上でございます。 

【議  長】  それでは、最寄りの農業委員の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】  地区委員の■■委員が関係人ということなので、隣の地区であります
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が、私から意見を申し上げます。 

この申請は、道路を挟んで南側に■■■■の工場と事務所が新設され

たため、そこに通勤する従業員用の駐車場に転用したいというもので

す。周辺の土地への影響ですが、東と南側は道路、西側は資材置場で、

農地と隣接するのは北側となります。北側の農地は申請者の農地であり

ます。この案件については特に問題はないのではないかと思います。 

以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  今、13番委員から説明されていた内容と重複する部分がございます

が、補足説明をさせていただきます。 

今回の申請は、精密機械などをつくる■■■■が駐車場としてこの農

地を農地転用したいという旨の申請になります。■■■■は、目黒区に

本社を構え、ことしの９月に申請地南側に新工場と附属事務所を新設し

ましたが、社員の増員に伴う駐車場を確保することが必要であり、転用

できる場所を検討したところ、当該地の地権者との合意が得られたた

め、申請に至ったとのことです。 

資料３－１の左下、農地区分をご覧ください。農地の立地基準は、第

３種農地となります。これは、市街化区域から申請地まで住宅の用もし

くは事業の用に供する施設が連たんしていることから判断ができます。

第３種農地は、農地転用が原則許可となる立地区分になります。 

続きまして、資料３－２の土地利用計画図をご覧ください。資料３－

２は、上側が北を指しております。申請地の北側を切土、南側を盛土に

より整地して、砂利で舗装し、従業員用の駐車場を整備します。周囲

は、北側は２５センチのコンクリートの土どめを設置します。西側は、

既存のＲＣ擁壁と板塀を土どめとします。東側及び南側の道路との境界

は、申請地を道路より５センチほど低くなるように整地する計画です。

これらによって土砂の流出、崩壊等が防げる計画となっております。 

詳細は資料３－４をご覧ください。こちらの資料３－４のＸ－Ｘ´断

面が東西、Ｙ－Ｙ´断面が南北をあらわしております。出入りにつきま

しては、申請地の南側及び東側から行う計画です。雨水の処理につきま
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しては、申請地を砂利で舗装した上、浸透ますを４カ所に設置し、敷地

内浸透処理とする計画になります。 

以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲の土地への被害

防除策も図られていることから、転用はやむなしと思われます。 

以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  現地の田んぼと畑については、きれいに管理されており、耕作されて

おりました。また、土砂の流出や排水については、ただいま事務局から

も説明がありましたように、配慮がされておりますので、特に問題はな

いかと思います。 

以上です。 

【議  長】  それでは、質疑をお受けいたします。質疑のある方。11番委員。 

【11番委員】  恐れ入りますが、面積の関係ですけれども、案内図を見させていただ

くと、地番が、北側のほうに２筆あって、そちらがそれぞれ、うち何平

米というふうな形の記載になっておりますけれども、残った部分の、す

なわち、残った部分は北側も同一地権者だというご説明でしたけれど

も、したがって、少しセットバックをしたような形で、今回、賃貸借契

約を結ばれるということなんでしょうか。若干少し異なっているような

形で、面積がうち何平米ということで２筆になっていると思いますけれ

ども、その辺のところはどういうことでしょうか。 

【主  事】  今ご質問をいただいた農地の一部を転用する３筆についてですが、こ

ちらの農地の北側に関しましては、畑としてそのまま使用します。今

回、その北側ではなくて、南側のところに関しましては、必要な部分の

みを駐車場として転用するというふうな申請になっております。 

【議  長】  よろしいですか。 

ほかに。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑はないようでございますので、それでは、意見のある方。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 
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受付番号１２について、賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、許可相当とさせていただきます。 

暫時休憩といたします。 

（休 憩） 

【議  長】  それでは、再開をさせていただきます。 

続きまして、受付番号１３について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  査】  受付番号１３、申請地は、上郷字■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■平米で

す。現況は、農業振興地域内の田です。転用者は、東京都中央区日本橋

■■■■■■■■■、■■■■■株式会社、代表取締役社長■■■■、

譲渡人は、横浜市旭区中沢■■■■■■■■■、■■■■■、ほか１

名、議案書のとおりでございまして、転用の目的は、駐車場、権利の種

類は、賃借権の設定です。 

現地の案内図は、資料４－１をご覧ください。資料は、案内図のほか

に、現地の写真、土地利用計画の平面図、造成計画の平面図、断面図、

排水計画の平面図をお配りしております。 

以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この上郷字■■の田んぼに関してですけれども、ららぽーとの駐車場

ということで、現況は、東側が新しくできた道で、西側が農道、北側は

田んぼをつくっております。そして、南側は駐車場となっており、農業

に及ぼす影響、周りに及ぼす影響は最小限守られると思っております。 

以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  不動産の売買、貸借管理業等を行う■■■■■株式会社が駐車場とし

て農地転用をしたいという申請です。理由書によりますと、■■■■■

が運営するららぽーと海老名の駐車場が、現在、土日、祝日のうち７割

の日で満車となっており、周辺道路の混雑を引き起こしているため、新
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たな駐車場の整備を計画したそうです。用地の選定に当たり、ららぽー

との併設駐車場として、長期間利用でき、かつ、徒歩５分圏内であるこ

とを条件に適地を探したそうですが、ららぽーとに隣接する地区は既に

他の企業等により土地利用されていることから用地は確保できず、隣接

地区の外周部の農地まで範囲を広げて探したところ、当該地の地権者と

合意が得られたため、申請に至ったとのことです。なお、この後ご審議

いただく受付番号１４も同様に■■■■■がららぽーと海老名の駐車場

を整備する内容の申請になっておりますが、申請地が離れていること、

また、仮に一方が許可、もう一方が不許可となった場合でも、それぞれ

の駐車場としての機能に支障が出ないため、別々の案件として取り扱う

ということで、神奈川県と調整が済んでいることをご報告いたします。 

それでは、資料４－１の左下、農地区分をご覧ください。農地の立地

基準は、第２種農地です。これは、申請地からおおむね５００メートル

以内にＪＲ海老名駅があることから判断できます。第２種農地は、申請

にかかる農地にかえて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる

事業の目的を達成することができる場合、つまり、代替地がある場合で

すと許可とならない土地ですが、逆に、代替地がないと認められる場合

にのみ許可となる立地区分です。本案件につきましては、条件に合うよ

うな土地を周辺で探したそうですが、見つからなかったという旨が理由

書に記載されておりますので、代替地はないと考えられます。 

続きまして、資料４－２、土地利用計画図をご覧ください。図は、上

側が北を指しております。申請地全体を盛土して、整地、転圧、アスフ

ァルト舗装し、周囲をコンクリートブロックで囲って、普通車５９台分

の駐車場を整備します。北側は田、南側は駐車場、東西は市道と隣接し

ており、それぞれの境界にはコンクリートブロック３段を設置して土ど

めを行い、1.2メートルのフェンスによりごみ等の飛散を防止します。

土どめの頭は５センチほど出る計画です。出入りは、南東側、図面右側

の市道上郷河原口線沿いの一番下の部分から行います。出入り口部分に

農業用の排水路が通っておりますが、既にコンクリートまたはグレーチ

ングのふたがかかっており、上部は通行できるようになっております。 
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続いて、資料４－３をご覧ください。申請地全体に薄く色がついてお

りますが、これは盛土をあらわしています。場所により最大５０センチ

ほど盛土する計画です。また、図の中に、１、２、３とＡという記載が

ございますが、これらはこの後の資料、資料４－４から４－６の断面図

と対応しております。 

続いて、資料４－４及び資料４－５をご覧ください。こちらが申請地

を東西に切った断面図となります。１－１が申請地の南側、２－２が申

請地中央部、３－３が申請地の北側の断面となります。いずれの断面図

も左側が西となり、市道に接しておりまして、申請地側が最大６０セン

チほど高くなります。また、右側が東側となり、同じく市道に接してお

り、申請地側が最大１０センチほど高くなります。東西とも境界にコン

クリートブロック３段を設置し、土どめとする計画です。 

次に、資料４－６をご覧ください。申請地を南北に切った断面図で

す。図の左側が南で、駐車場と接しており、申請地側が３０センチほど

高くなります。また、右側が北で、田と接しており、申請地側が５０セ

ンチほど高くなります。南北とも境界にコンクリートブロック３段を設

置し、土どめとする計画です。これらによって土砂の流出、崩壊が防げ

る計画となっております。 

続いて、資料４－７をご覧ください。こちらが雨水排水計画の平面図

です。申請地内に集水ますを設置し、東西に１本、南北に２本の浸透ト

レンチを埋設することによって、敷地内浸透処理をする計画となってお

ります。 

以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲の土地への被害

防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長に意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  この田んぼは休耕地となっており、写真にありますように若干草が生

えておりましたが、農地として管理されているというふうに考えます。

また、土砂の流出、崩壊についてはさまざまな配慮がされており、特に

問題はないかと思います。 
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以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。いらっしゃいませんか。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようでございますので、受付番号１３について、採

決をさせていただきます。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、許可相当とさせていただきます。 

続きまして、議案書１０ページ、受付番号１４について、事務局から

提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１４、申請地は、上郷字■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■平米で

す。現況は、農業振興地域内の田です。転用者は、東京都中央区日本橋

■■■■■■■■■、■■■■■株式会社、代表取締役社長■■■■、

譲渡人は、上郷■■■■■■■■■、■■■■■、ほか４名、議案書の

とおりです。転用の目的は、駐車場、権利の種類は、賃借権の設定で

す。 

現地の案内図は、資料５－１をご覧ください。資料は、案内図のほか

に、現地の写真、土地利用計画の平面図、造成計画の平面図、断面図、

排水計画の平面図をお配りしております。 

以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  それでは、受付番号１４につきましても、受付番号１３と同じ譲渡

人、ららぽーとの駐車場の予定であります。周りの農業に及ぼす影響と

しまして、南側に市道６１号線、そして西側に農道、北側の畑は現在、

何も植わっておりません。そして東側は、道を今つくっている最中で、

一、二年後には道になろうかと思いますので、農業に及ぼす影響は限ら

れていると思っております。 
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以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  それでは、先ほどの案件と申請理由等で重複する部分もございます

が、改めてご説明いたします。 

不動産の売買、貸借管理業等を行う■■■■■株式会社が駐車場とし

て農地転用をしたいという申請でございます。理由書によりますと、■

■■■■が運営するららぽーと海老名の駐車場が、現在、土日、祝日の

うち７割の日で満車となっており、周辺道路の混雑を引き起こしている

ため、新たな駐車場の整備を計画したそうです。用地の選定に当たり、

先ほどと同様の条件でございますが、ららぽーとの併設駐車場として、

長期間利用でき、かつ、徒歩５分圏内であることということで探したそ

うでございますが、ららぽーとに隣接する地区は既に他の企業等により

土地利用されていることから、用地は確保できず、隣接地区の外周部の

農地まで範囲を広げて探したところ、当該地の地権者と合意が得られた

ため、申請に至ったとのことでございます。 

資料５－１の左下、農地区分をご覧ください。農地の立地基準は、第

３種農地です。これは、水道管、下水道管が埋設された道路の沿道の区

域であり、かつ、５００メートル以内に教育施設、医療施設が２つ以上

存することから判断できます。第３種農地は、農地転用が原則許可とな

る立地区分です。 

続きまして、資料５－２の土地利用計画図をご覧ください。図は、上

側が北を指しております。申請地全体を盛土して、整地、転圧、アスフ

ァルト舗装し、周囲をコンクリートブロックで囲って、普通車１０８台

分の駐車場を整備します。北側は畑、南、東、西側が市道と接してお

り、それぞれの境界にはコンクリートブロック３段を設置して土どめを

行い、1.2メートルのフェンスによりごみ等の飛散を防止します。土ど

めの頭は５センチほど出る計画となっております。出入りは、南東側、

図面下側の市道６１号線沿いの右側の部分から行います。なお、市道６

１号線には、現在、申請地内に道路側溝がございますが、土で埋まって

しまっており、ほとんど機能していない状態となっております。今回の
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転用に当たって、道路用地内に新たにＵ字溝の道路側溝を整備する計画

となっております。 

続いて、資料５－３をご覧ください。薄く色がついている部分が盛

土、一部白くなっている部分が切土をあらわしています。切土について

は、畔の一部のみで、全体としては最大５０センチほど盛土する計画と

なっております。また、図の中に、１、２、３とＡという記載がござい

ますが、これらは、この後の資料、５－４から５－６の断面図と対応し

ております。 

資料５－４及び５－５をご覧ください。申請地を東西に切った断面図

です。１－１が申請地の南側、２－２が申請地中央部、３－３が申請地

の北側の断面となります。いずれの断面図も、東側が西で市道に接して

おり、申請地側が最大４５センチほど高くなります。また、右側が東

で、同じく市道に接しており、申請地側が最大４０センチほど高くなり

ます。東西とも境界にコンクリートブロック３段を設置し、土どめとす

る計画です。 

次に、資料５－６をご覧ください。申請地を南北に切った断面図で

す。図の左側が南で、市道と接しており、高低差はございません。ま

た、右側が北で、畑と接しており、申請地側が３５センチほど高くなり

ます。南北とも境界にコンクリートブロック３段を設置し、土どめとす

る計画です。これらによって土砂の流出、崩壊が防げる計画となってお

ります。 

続いて、資料５－７をご覧ください。雨水排水計画の平面図です。申

請地内に集水ますを設置し、東西に３本、南北に１本の浸透トレンチを

埋設することによって敷地内浸透処理をする計画です。 

以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲の土地への被害

防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  この田んぼも先ほどと同じように休耕田でありまして、作付はされて

おりません。草が少し生えている程度で、適切に管理されていると思い
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ます。土砂の流出、崩壊、排水などについても特に問題はないかと思い

ます。 

以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。11番委員。 

【11番委員】  ちょっと図面で、表記の問題でちょっと確認をしておきたいんですけ

れども、例えば資料５－４の断面図のところに、盛土何平米、それから

切土何平米という表記がありますね。これは平米じゃなくて、立方メー

トルの「㎥」じゃないのかなというふうに思うんですけれども。 

【議  長】  事務局。 

【主  査】  こちらについては、事務局のほうでこちらの図面を作成した申請者に

確認したわけではないんですけれども、恐らくは断面の面積を示してい

るものかと思われます。ですので、実際にどれぐらい土を入れるかとい

うのは、これ掛ける長さといいますか、それによって算出をするものと

思われます。一応、盛土がどれぐらいの量になるのかというのは、場合

によっては県の土砂条例にかかってくる場合もございますので、一応、

申請者には確認をとっております。土砂条例にはかからないということ

の確認はとっているんですけれども、神奈川県から、どれぐらい土を入

れるのかというのは数字として求められる可能性がございますので、こ

の部分の数字についても、あわせて確認をとっておこうと思います。 

【議  長】  よろしいですか。 

【11番委員】  はい。 

【議  長】  ほかに。ございませんね。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号１４について、採決をさせていただきます。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、許可相当とさせていただきます。 

次に、議案書１１ページ、日程第３、議案第４４号、相続税の納税猶
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予に係る特例農地等の利用状況確認についてを議題といたします。 

受付番号８についてですが、12番委員が関係人として農業委員会等に

関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、本案件の審議

終了まで退席を願います。 

（12番委員退席） 

【議  長】  暫時休憩といたします。 

（休 憩） 

【議  長】  議事を再開いたします。 

受付番号８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  この案件は、税務署からの調査で、相続税の納税猶予適用後２０年が

経過することによる納税猶予の特例適用農地の利用状況の確認に対して

回答するものです。平成２１年１２月１４日までの間に相続を受けた方

のうち、市街化調整区域のみについて相続税の納税猶予の特例を受けて

いる方は、相続税の納税猶予額は２０年営農を続けることで免除となる

制度でした。表中の申請面積とあるのは、２０年前に相続税の納税猶予

を申請したときの面積で、確認面積については、現在の農地台帳の面積

を記載しております。 

受付番号８、相続人は、杉久保南■■■■■■■■、■■■、相続開

始年月日は、平成１１年５月２日、特例農地等の明細ですが、上河内字

■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、ほか２０筆、議案書

のとおりです。全て市街化調整区域内の田畑で、田、■■■■■平米、

畑、■■■■■■■■■平米、合計、■■■■■■■■■平米です。事

務局で９月１１日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理され

ておりました。特に問題はないと思われます。 

以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。 

それでは、質疑のある方。 

  （「なし」の声あり） 

意見のある方。 

  （「なし」の声あり） 
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質疑も意見もないようでございますので、採決をさせていただきま

す。 

受付番号８について、賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

暫時休憩といたします。 

（休 憩） 

【議  長】  再開をさせていただきます。 

続きまして、議案書１２ページ、受付番号９について、事務局から提

案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号９、相続人は、綾瀬市早川■■■■■■■、■■■、相続開

始年月日は、平成１１年６月４日、特例農地等の明細ですが、大谷字■

■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、ほか４筆、議

案書のとおりです。全て市街化調整区域内の田で、合計、■■■■■平

米です。事務局で９月１１日に現地調査をしたところ、農地として適正

に管理されておりました。特に問題はないと思われます。 

以上でございます。 

【議  長】  事務局から提案説明が終わりました。 

それでは、質疑のある方。 

  （「なし」の声あり） 

意見のある方。 

  （「なし」の声あり） 

質疑も意見もないようでございますので、受付番号９について、採決

をさせていただきます。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

続きまして、議案書１３ページ、受付番号１０について、事務局から

提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１０、相続人は、本郷■■■■■■、■■■■、相続開始年
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月日は、平成１１年７月２９日、特例農地等の明細ですが、本郷字■■

■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■■■平米、ほか１

４筆、議案書のとおりです。全て市街化調整区域内の畑で、合計、■■

■■■■■■平米です。事務局で９月１１日に現地調査をしたところ、

農地として適正に管理されておりました。特に問題はないと思われま

す。 

以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。 

質疑のある方。 

  （「なし」の声あり） 

意見のある方。 

  （「なし」の声あり） 

質疑も意見もないようでございますので、受付番号１０について、採

決をさせていただきます。 

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

次に、議案書１４ページ、日程第４、議案第４５号、農用地利用集積

計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

受付番号１９について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて当事者より

申し出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程させていた

だきます。この審議を経て、海老名市に対し計画案を送付し、農用地利

用集積計画を定めるよう要請いたします。海老名市はそれに基づき、農

用地利用集積計画を作成し、その公告があったときに、権利の設定の効

果が生じます。 

受付番号１９、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、勝瀬■■■■■、■■■、貸し借りをする農地は１筆で、勝瀬字

■■■■■■、現況地目、田、■■■平米です。貸し借りの種類は、使

用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和元年１０
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月１日から令和３年１２月３１日までの３年間です。農業振興地域内の

新規の計画で、借り手は市内の認定農業者です。９月１１日に事務局で

現地確認をしたところ、現況は農地として管理されていました。農用地

利用集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

以上でございます。 

【議  長】  事務局から提案説明が終わりました。 

質疑のある方。 

  （「なし」の声あり） 

意見のある方。 

  （「なし」の声あり） 

質疑も意見もないようでございますので、採決をさせていただきま

す。 

受付番号１９について、賛成の方の挙手を求めます。 

（挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

次に、議案書１５ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議

によらない案件の（１）生産緑地の斡旋についてを案件といたします。 

生産緑地番号６５について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  生産緑地の買い取り申し出に対し、市長は、買い取らない場合、当該

生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得で

きるように斡旋することに努めなければならないとされております。農

業委員会へこの斡旋の協力依頼が来ております。 

生産緑地番号６５、所在は、国分南■■■■■■■■、現況地目、

畑、台帳地目、山林、■■■平米、議案書のとおりでございます。 

案内図及び現地の写真は、資料の６をご覧ください。この農地につき

ましては、令和元年第６回定例総会におきまして、土地所有者の死亡と

いう事由により生産緑地の主たる従事者についての証明願が提出され、

証明の決定がされました。令和元年７月２９日付で、市に対して現在の

土地の所有者よりこの生産緑地の買い取りの申し出がされましたが、市
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では買い取らないことが決定されました。その後、市から農業委員会に

対して斡旋の協力依頼が来ております。 

斡旋につきましては、まず、ご自身でお考えいただき、また、周囲や

地区の方に情報提供をしていただきまして、希望される方がおりました

ら、議案書にございますとおり、１０月１７日、木曜日までに事務局へ

ご連絡いただきますようお願いいたします。その結果をもちまして、１

０月１８日、金曜日に、海老名市の都市計画課へ事務局から報告をさせ

ていただきます。 

以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。 

質疑のある方。ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

質疑がないようでございますので、この案件につきましては了承とさ

せていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、了承とさせていただきます。 

次に、議案書１６ページ、（２）農地の使用貸借権の解約についてを

案件といたします。 

受付番号４から６について、事務局から一括して説明をお願いいたし

ます。 

【主  事】  農地の使用貸借について、期間途中に解約をする場合には農業委員会

に届出をしていただいております。今回、農業委員会で決定した農用地

利用集積計画に基づく農地の使用貸借について解約したことの届けを受

け付けましたので、ご報告いたします。 

受付番号４、届出地は、上郷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、議案書のとおりです。貸人は、横浜市旭区中沢

■■■■■■■■■、■■■■■、借人は、河原口■■■■■■■■、

■■■■、農用地利用集積計画作成により行われていた田の使用貸借の

解約でございます。 

続きまして、受付番号５、届出地は、同じく上郷字■■■■■■■、
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現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、議案書のとおりでございま

す。貸人は、上郷■■■■■■■■■、■■■■、借人は、上郷■■■

■■■■■、■■■■、こちらも農用地利用集積計画作成により行われ

ていた田の使用貸借の解約になります。 

続きまして、受付番号６、届出地は、上郷字■■■■■■■、現況地

目、田、台帳地目、田、■■■平米、議案書のとおりでございます。貸

人は、上郷■■■■■■■■、■■■■、借人は、上郷■■■■■■■

■、■■■■、農用地利用集積計画作成により行われていた田の使用貸

借の解約になります。 

いずれも、合意による解約を令和元年９月１日に行い、農地の引き渡

しも令和元年９月１日に行ったという届出の内容になります。こちらの

農地に関しまして、事務局で９月１１日に現地調査を行いましたとこ

ろ、農地として適正に管理されているということを確認しました。 

以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。 

受付番号４から６まで、一括して質疑を受けたいと思いますが、質疑

のある方いらっしゃいますか。 

  （「なし」の声あり） 

質疑はないようでございますが、４から６について了承とさせていた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議ないようでございますので、了承とさせていただきます。 

次に、議案書１７ページから１８ページまでの農地転用届出による専

決処分についてを案件といたします。 

１７ページ、農地法第４条の受付番号２３と、１８ページ、農地法第

５条の受付番号４１から４３の３件、合わせて４件について、事務局か

ら一括して説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地を転用する場合、転用目的が権利を設定、移転する場合には原則

として県知事の許可を受けなければならない旨規定されておりますが、

市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合に
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は許可は要しないこととなっております。それを定めているのが農地法

第４条第１項第７号と、農地法第５条第１項第６号になります。 

議案書１７ページをご覧ください。農地法第４条第１項第７号の規定

による届出になります。届出期間につきましては、令和元年８月１日か

ら８月３１日までの間に届出がされたものになります。 

受付番号２３、田、１９０平米、畑、１９７平米、合計、３８７平米

になります。 

続きまして、議案書の１８ページをご覧ください。こちらは農地法第

５条第１項第６号の規定による届出になります。届出期間につきまして

は、同じく令和元年８月１日から８月３１日までの間に届出がされたも

のでございます。 

受付番号４１から４３までの３件で、田、ゼロ平米、畑、５１７平

米、合計、５１７平米になります。 

以上、これらにつきまして専決処分で受理したことをご報告いたしま

す。 

以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。 

受付番号２３、受付番号４１から４３の３件、合わせて４件につきま

して、一括して質疑を受けたいと思いますが、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

  （「なし」の声あり） 

質疑もないようでございますので、今申し上げました受付番号２３

と、受付番号４１から４３の３件について、了承とさせていただきたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、了承とさせていただきます。 

次に、７．その他について委員の皆様から何かございますか。ござい

ませんか。 

  （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かございますか。 
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  （「なし」の声あり） 

【議  長】  ほかにないようでございますので、２番委員から、閉会の挨拶をお願

いいたします。 

【２番委員】  本日は、長時間にわたり、慎重審議をしていただきましてありがとう

ございます。これにて第９回定例総会を閉会といたします。 

（終了 午後２時３０分） 


